
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

第

五

百

二

十

二

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

海

区

漁

業

調

整

委

員

の

開

催

会

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

企

業

局

】

○

岡

山

県

公

営

企

業

に

従

事

す

る

企

業

職

員

の

給

総

務

企

画

課

与

の

額

及

び

支

給

方

法

に

関

す

る

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

規

程

（

県

例

規

集

登

載

）

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

令和元年１１月１５日 第１２１４４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ラ
ベ
ン
ダ
ー
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

和
気
郡
和
気
町
尺
所
二
四
五
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ラ
ベ
ン
ダ
ー
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
尺
所
二
四
五
番
地
一

三

指
定
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
二
三
〇
〇
二
〇
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
和
気

２

所
在
地

和
気
郡
和
気
町
衣
笠
九
五
九

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九
番
地

三

指
定
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
二
三
〇
〇
二
一
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
水
清
会
水
島
第
一
病
院

倉
敷
市
神
田
二

三

三
三

令
和
元
年
十
一
月
一
日

－
－

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

一

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン

六

イ
ル
）

Ｎ

エ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン

二

ア
ミ
ン
（
通
称
名
六

－
－

－
－

－
－

－

Ｅ
Ａ
Ｐ
Ｂ
）
及
び
そ
の
塩
類

－２

一

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン

四

イ
ル
）

Ｎ

エ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン

二

ア
ミ
ン
（
通
称
名
四

－
－

－
－

－
－

－

Ｅ
Ａ
Ｐ
Ｂ
）
及
び
そ
の
塩
類

－３

（
一

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル

一
Ｈ

イ
ン
ド
ー
ル

三

イ
ル

（
ナ
フ
タ
レ
ン

一

－
－

－
－

－
－

）

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
（
通
称
名
Ｎ
Ｅ

Ｃ
Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
、
Ｊ
Ｗ
Ｈ

〇
一
八

ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｏ
ｈ
ｅ

－
－

－

ｘ
ｙ
ｌ
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ

ｄ
ｅ
ｒ
ｉ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
、
Ｃ
Ｈ
Ｍ

〇
一
八
）
及
び
そ
の
塩
類

－

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



〔
四
五
一
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｐ
ｒ
ｏ

Ｂ
ｏ
ｎ
ｏ

Ｒ
ｅ
ｈ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ

ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

三

代
表
者
の
氏
名

金
谷

佳
和

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
和
気
五
八
〇
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
培
っ
た
ナ
レ
ッ
ジ
や
ス
キ
ル
、
経
験
を
活
か
し
、

子
ど
も
か
ら
シ
ニ
ア
ま
で
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
動
や
身
体
活
動
を
通

じ
た
健
康
づ
く
り
の
普
及
と
、
知
識
・
技
能
の
向
上
を
目
的
に
、
医
療
・
介
護
・
予
防
や
ス
ポ
ー
ツ
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
等
に
関
す
る
教
室
の
運
営
及
び
専
門
職
の
派
遣
、
講
習
会
・
講
演
会
の
開
催
、
地
域
の
子
ど
も

や
住
民
に
対
し
発
達
に
係
る
相
談
・
研
修
と
い
っ
た
地
域
療
育
に
係
る
事
業
、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

事
業
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
が
公
平
で
多
様
性
の
あ
る
最
高
に
楽
し
め
る
人
生
を
創
生
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



〔

〕

（

）

、

四
五
二

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



〔
四
五
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

赤
磐
市

公
共
測
量
（
数
値
図
化
）

令
和
元
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和

二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



〔
四
五
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
宿
字
北
沖
五
二
七

一
一
、
五
二
七

一
四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
二
丁
目
六

一
六
ア
ル
フ
ァ
ス
テ
イ
ツ
総
社
中
央
Ⅱ
八
〇
一

－

西
田

和
也

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
九
八
号

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



〔
四
五
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
総
社
字
新
田
後
一
六
二
二

二
三
、
一
六
二
二

二
四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
総
社
一
六
二
七

二

－

近
江

雅
崇

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
九
四
号

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



〔
四
五
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

津
山
市
杉
宮
字
梶
免
七
五
二

二
、
七
五
三

二
、
七
五
四

六
、
七
五
四

二
二
、
字
荒
シ

－
－

－
－

畑
七
五
四

二
三
、
七
五
八

二
、
七
五
九

一
、
七
六
〇

一
、
字
広
谷
七
六
一

二
、
字
梶

－
－

－
－

－

免
七
三
一

二
一
の
一
部
、
七
五
三

一
一
の
一
部

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

津
山
市
杉
宮
七
四
二

一

－

仁
木
鉄
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

仁
木

將
雄

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
五
号

令和元年１１月１５日　岡山県公報　第１２１４４号



〔
四
五
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

津
山
市
杉
宮
字
梶
免
七
五
二

二
、
七
五
三

二
、
七
五
四

六
、
七
五
四

二
二
、
字
荒
シ

－
－

－
－

畑
七
五
四

二
三
、
七
五
八

二
、
七
五
九

一
、
七
六
〇

一
、
字
広
谷
七
六
一

二
、
字
梶

－
－

－
－

－

免
七
三
一

二
一
の
一
部
、
七
五
三

一
一
の
一
部

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

津
山
市
杉
宮
七
四
二

一

－

仁
木
鉄
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

仁
木

將
雄

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
五
号
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十

九
年
岡
山
県
営
電
気
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
三
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
二
十
二
回
岡
山
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

令
和
元
年
十
二
月
十
八
日
（
水
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

漁
業
許
可
の
有
効
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

海
面
と
内
水
面
の
境
界
に
つ
い
て
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